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人･農地プランが 
変わります！ 

令和５年４月１日から「人・農地プラン」が 「地域計画※１」として、  されました！ 
 ※１ 市街化区域を除いた区域において令和７年３月末までに策定することが求められています。 

※２ 農業経営基盤強化促進法 第 19 条 

１ 「地域計画」策定の趣旨・目的 
これまで“守ってきた”農地のうち、将来にわたって“守るべき”農地を
確実に利用し、次の世代に引き継いでいくため、 
「将来、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか」、 
「地域農業を支える環境をどのように維持・発展していくのか」 
について、農業者、農地所有者だけでなく、地域に関わる若者や住民
等の幅広い関係者を巻き込み、一体となって地域の課題について 
話し合い、将来の農地利用の姿を明確化し、実現を目指します。 

兵庫県農業経営課 

２ 「地域計画」策定・実現の流れ 
 

★「地域計画」があるとき、ないとき 
 ○ 地域計画があるとき 

・地域に関わるみんなで農地を守る姿勢がわかる 
・農地を集積・集約しようとしている大規模農家が 
引き受けやすい 

・新規就農者も安心して参入・定着しやすい 
 

現状把握 
誰がどこを管理 
しているのか明確化 
 
 
 
 
 
地図にして見える化 

協議 
の場 

目標地図素案 
当面目指す姿を 
明確化 
 
 
 
 
 

随時見直し可 

 

線引き 
どこを守るのかを明確化 

農業上の利用が
行われる区域 

保全等を 
進める 
区域 

守るべき 
農地を誰が 
担うか検討 

ゆるやかに 
農地を 
集約・集積 

○ 地域計画がないとき 
・地域で守るべき農地を地域の中の人も外の
人も認識できない 

・農地の団地化が望めないので、担い手は引
き受けられない 

・新たな担い手を受け入れる姿勢が見えない
ので、新規就農者が参入しづらい 

大きな区画で 
効率よく農作業 営農環境が悪化 

農村環境の消滅 

計画の実現 
 

草刈り・水管理等は
農業者と地域住民
で協働 

なぜ今、地域計画？ 

2025 年には団塊の世代が 75 歳 
以上となる超高齢社会が訪れようと
しています。 

将来のことを考えて、農地を守
る方々の次の後継者を決めておく
ことが必要となります。 

農業者だけでは 
農村環境を 
守りきれません 
 
地域の方々に 
ＳＯＳを！ 

集落 
営農 B 

個人E 
個人 
C 

今後 
検討 

法人 A 個人D 

集落 
営農 B 

法人 A 
農業支援 

ｻｰﾋﾞｽ事業体 
個人C 
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３ 「人・農地プラン」と「地域計画」の主な違い 
事 項 人・農地プラン 地域計画（令和５年４月～） 

内 容 
地域農業の将来の在り方 地域農業の将来の在り方 

＋目標地図(参考様式は最終ページ) 

担い手 中心経営体 

① 認定農業者 

② 認定新規就農者 

③ 集落営農組織 

④ 市町の基本構想に示す目標所 
得水準を達成している農業者   

等 

農業を担う者 

左記①～④の中心経営体 

⑤ その他の多様な農業経営を営む者 

⑥ 新たに農業を始めようとする者 

⑦ 農作業の受託ｻｰﾋﾞｽを提供する者 

などの農産物の生産活動等に直接関わる者 

実現に向けた 

支援措置 

担い手向け 

・農地利用効率化等支援交付金 

必要な農業用機械・施設の導入を支援 

・新規就農者育成総合対策  

（経営開始資金） 

49歳以下のものに対し､経営開始時の
経営確立を支援する資金を交付          

左記補助事業等について、地域計画の策定

と一定の関連付けが行われます。 
 

【地域計画への移行に伴う R5年度取扱い】  

(1)補助事業の対象となる区域 

ア 地域計画を策定した区域 

イ 協議の場を設置した区域 

ウ 市町が作成した工程表に基づき令和５年

度中に協議の場の設置を行う予定の区域 

(2) 補助対象となる経営体 

 ア 地域計画を策定した区域 

目標地図に位置付けられている経営体 

 イ 地域計画が未策定の区域 

実質化された人・農地プランに位置付け

られた認定農業者など 
 

※事業により要件が変わるため、詳しくは

各事業要件を確認してください。 

地区向け 

・機構集積協力金のうち 地域集積

協力金、集約化奨励金 

農地バンクを活用して農地の集積・
集約化に取り組む地域に対して、協
力金を交付     

 

等 

等  

４ 農地に関わる制度変更等 
農地の集積・集約 
（農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条
第１項及び第３項） 

現行の市町の農用地利用集積計画は、農地バンクが作

成する農用地利用集積等促進計画に統合。 

農地中間管理機構関連事業(農家負担ゼ

ロの基盤整備)の特例 
（農業経営基盤強化促進法第 22 条の６） 

(1) 地域計画の区域内で､農地バンクが農作業等を受

託している農用地も対象に追加。 

(2) 対象事業に農業用用排水施設、農業用道路等の整

備も追加。 

地域計画の特例 
（農業経営基盤強化促進法第 22 条の３及び 

第 22 条の４） 

地域の農地所有者等がその３分の２以上の同意を得

て、「貸付け等を行う際には相手方を農地バンクに限

定する」旨を地域計画に盛り込むことが可能。 

農振農用地区域からの除外に係る要件 
（農業振興地域の整備に関する法律第13条第２項） 

農地転用のための農振農用地区域からの除外の要件に

｢地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認め

られること｣を追加。 

農地法第３条の許可の判断基準 
(農地法関係事務に係る処理基準第３の７) 

農地法第３条の許可をしない場合の例示として｢地域計

画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるこ

と｣を追加。   
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５ 兵庫県の担い手・農地の状況 
（１）基幹的農業従事者※の状況（令和２年） 

●基幹的農業従事者の平均年齢は、全国 67.8 歳、兵庫県 70.6 歳で、全国平均より 2.8 歳高い状態です。 
   基幹的農業従事者の 70 歳以上の割合は、約６割と担い手の高齢化が進んでいます。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
（２）集落営農の状況 
 ●兵庫県の集落営農組織の経営面積は全国平均に比べて小さく、増加傾向も見られません。 
   また、集落営農組織内の「一定の農業所得のある主たる従事者」が複数名いる組織が、 全国は半数以上

あるのに対し、兵庫県は４割程度で、脆弱な組織が目立ちます。 

集落営農法人１組織あたりの平均経営面積     集落営農における主たる従事者※数の割合(R3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
（３）担い手への農地の集積状況 

●担い手への農地集積状況は、全国 58.9％、兵庫県 24.8％で集積が進んでいない状況です。 
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若い世代の従事者の割合が 

全国に比べ低い・・・ 

【出典】2020 年農林業センサス 
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担い手への農地集積面積 

【出典】担い手の農地利用集積状況調査 

★あなたの地域は、どんな状況でしょうか？ 

※ 詳しい情報は、農林水産省ホームページでご覧になれます。 わがマチ・わがムラ 検索. 

(人) (人) 基幹的農業従事者数 (人) 

 全国 兵庫県 

全体 136 万 34,591 

70 歳 

以上 

69.6 万 

(51.1%) 

21,068 

(60.9%) 
 
 

※基幹的農業従事者 

15才以上の世帯員のうちふだん仕事

として主に自営農業に従事している者 

全国 

兵庫県 

（ha） 
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｢地域計画｣の策定は私たちが応援します！ 

市町、農業委員会、JA、農林(水産)振興事務所、  

農業改良普及センター、土地改良事務所、農地バンク  

今、地域のミライを地域の皆さまで考えることが必要です。 

考えた経過を記録して共有し、実現を目指す。 

それが「地域計画」です！ 

これまでの人・農地プランに 

赤枠部分を追記するイメージです。 


